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先週までの３日間の登校日には，子どもたちの元気

な姿を見ることができ，ほっと一安心しておりました。

そしていよいよ，今日から学校生活が再開いたしまし
た。これまで当たり前のように思っておりましたが，
子どもたちが学校に通い，勉強や運動をすることがで
きるという日常が戻ってきたことに，大きな喜びを感じずにはいられません。しかし，
これからの「日常」と呼べる学校生活は，以前とは少し違う「新しい生活様式」を踏
まえることとなります。 

本校でも新型コロナウイルス感染症の予防対策に万全
を期していくため，以前の生活とは違う，「新しい生活様
式」に則り，健康に気を付けるための生活習慣を身に付け
させていきたいと思います。５月１２日（火）に配付いた
しました「ほけんだより」では，学校生活全般で行う感染

予防についてお伝えいたしました。本日は，学習や休み時
間等での感染予防対策についてまとめたガイドラインを

お知らせいたしました。（裏面）教職員一丸となり，子どもたちがこれからの学校生
活を健康に過ごしていけるよう尽力してまいります。ご家庭でもご協力のほど，どう
ぞよろしくお願いいたします。 
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25 

月 学校再開日（４校時限・給食あり） 

放送朝会（お話：校長先生） 

14 

 

日 開校記念日（１４７年） 

26 火 ４校時限・給食あり 

朝の活動（ショート訓練：地震） 

17 水 放送朝会（お話②先生） 

PTA本部役員会 19:00 

27 水 ４校時限・給食あり 

朝の活動（縦割り：サツマイモ植え） 

23 火 朝の活動（ショート訓練：不審者） 

28 木 通常授業開始 

朝の活動（縦割り：サツマイモ植え） 

24 水 放送朝会（お話③先生） 

委員会活動（必要な委員会のみ） 

＊PTA運営委員会は中止とさせて

いただきます。（別紙参照） 
29 金 放送朝会（初任研・先生のご紹介） 
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３ 

水 朝の活動（健康教室：放送）    

８ 月 教育相談（児童）①    

９ 火 教育相談（児童）②     

10 

 

水 教育相談（児童）③ 

放送朝会（お話①先生） 

   

令和２年度 

６  

学校教育目標 

豊かな心と健やかな身体を持ち，生き生きと学ぶ子どもの育成 

命を大切にする子 進んで学ぶ子 思いやりのある子 たくましい子 

令和２年 ５月 ２５日（月） 

令和２年度 

本日，ナカリ（株）様，互福衣料（株）様，株式会社丸征土木様より寄贈されまし
たマスクを配付いたしました。ご活用ください。 

６月３日（水）健康教室 

朝の活動として，養護教諭の先生より，感染

症対策（手洗い方法）に関する講話をしていた

だきます。 

さすが６年生！

集中しています。 

６月１４日は開校記念日です。 

明治６年６月，皆伝寺に「上野目小学校」

として開設されました。 

「大きくなれよ～！」 
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３密を避けて 

机を離して窓を開けて，授業を

行っています。 

 

消毒作業 

ドアの取っ手や照明のスイ

ッチ，トイレのドアノブ，階

段の手すりなどを消毒して

います。 

西小野田小学校学校再開ガイドライン 

ここでは，主に学習や休み時間等の場面における感染防止対策についてお知らせいたします。なお，

今後の社会情勢によって，変更する場合があります。 

１ 授業 

 ・机の並びは前向きにし，隣同士はおおむね１～２ｍ離す。 

 ・２方向の窓を開け，換気を徹底する。 

 ・ペアやグループによる活動は行わない。合同授業は行わない。 

 ・特別教室を使用する際は，使用の前後に手洗いを十分に行わせる。 

 ・社会…校外学習は２学期以降に延期する。 

・理科…実験で密になりそうなものは教師演示で行う。観察も分散しながら行わせる。 

 ・音楽…リコーダーや鍵盤ハーモニカの指導は当面の間行わない。歌唱指導は，マスク着用で人のい

ない方向を向いて歌わせる。共有した楽器は可能な範囲で消毒する。 

・体育…マスクを外して行わせる。密集や密接する形態の運動を当分の間行わせない。また，道具を

共有する運動も行わない。ボール等の使用後は，手洗いを十分に行わせる。 

 ・家庭科…調理実習は２学期以降に延期する。共有するミシン等の器具は可能な範囲で消毒する。 

 ・外国語，外国語活動…発声はマスク着用で行わせ，お互いの体が接触するようなゲームは行わない。 

 ・クラブ活動…１学期は行わない。 

 ・委員会活動，たてわり活動…密になる活動を見直し，必要な活動のみ行わせる。 

 ・図書室利用…利用の前後に入り口で手の消毒を行わせ，読書は教室で行わせる。 

２ 休み時間 

 ・教室内では,読書や折り紙，色塗り等一人でできるものを行わせる。 

 ・校庭では，お互いの体が接触するような遊びは行わない。 

３ 給食 

 ・食事中のマスクは，一人一人に配付した専用のクリアファイルに入れさせる。 

 ・牛乳パックは洗わずに，可燃ごみとして回収する。 

４ 清掃 

 ・しっかりと身支度をして行わせる。 

・飛沫感染のため，無言清掃を指導する。 

 ・雑巾は各自自分のものを使用させる。 

５ 消毒作業 

 ・休み時間及び放課後に，担任や職員が次亜塩素酸ナトリウム水溶液で各教室，トイレ，水飲み場，

階段手すり，玄関等を消毒する。 

 


